
様式第４号（第５条関係）

地内

～

～

円（税込み）

円（税込み）

円（税込み）

当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。

１）既設配水管の当初埋設想定との相違及び三重県発注工事の内容変更に伴
い、当初配管での布設が困難と判明した為、配管変更等を行い増工変更とす
る。

２）その他諸数量の変更については、現地精査によるものである。

5,965,300

当 初 契 約 金 額

変 更 金 額 245,300

5,720,000

変 更 契 約 理 由

変更後の契約金額

令 和 4 年 3 月 11 日令 和 3 年 10 月 26 日変更後工事期間

変更契約年月日

令 和 4 年 3 月 11 日当 初 工 事 期 間

久保田　健

河内町

令 和 3 年 10 月 26 日

水道工事

令 和 4 年 2 月 18 日

当初契約年月日

L=18.7m

L=14.7m
L=3.0m
N=1.0箇所
N=2.0箇所
N=2.0箇所
A=12.0㎡

施工延長

　HPE管布設工φ100
　鋳鉄管布設工φ100
　排泥管設置工φ50
　不断水仕切弁設置工φ100
　不断水分岐バルブ設置工φ100*100
　舗装工

令 和 3 年 10 月 26 日

変　更　契　約　調　書

鳥羽市浦村町１５０３－７

市道杉ヶ瀬北山線配水管改良工事

鳥羽市

工 事 名

変 更 工 事 概 要

工 事 場 所

工 事 種 別

契約の相手方及び住所 久保田水道


